
 

 

 
 

 
改
憲
勢
力
が
議
席
3
分
の
2
割
り
込
む 

消
費
税
増
税
も
世
論
は
反
対
上
回
る 

7
月
21
日
投
開
票
で
第
25
回
参
議
院
選
挙
が
行
わ
れ
、
年
金
、

消
費
税
、
憲
法
が
大
き
な
争
点
と
な
り
ま
し
た
。
5
野
党
・
会
派
は

憲
法
や
税
制
、
社
会
保
障
、
教
育
、
雇
用
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
な
ど

の
13
の
共
通
政
策
を
掲
げ
、
1
人
区
の
32
選
挙
区
で
野
党
統
一
候

補
を
立
て
て
闘
わ
れ
ま
し
た
。
1
人
区
で
野
党
は
6
年
前
の
2
選

挙
区
か
ら
今
回
は
10
選
挙
区
で
議
席
を
獲
得
。
安
倍
首
相
が
改
憲
を

前
面
に
打
ち
出
し
ま
し
た
が
、
野
党
共
闘
が
自
民
・
公
明
・
維
新
の

改
憲
勢
力
に
発
議
で
必
要
と
す
る
「
3
分
の
2
」
の
議
席
獲
得
を

阻
み
ま
し
た
。
共
同
通
信
の
出
口
調
査
で
も
改
憲
に
つ
い
て
反
対

47
％
と
賛
成
40
％
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
消
費
税
に
つ
い
て
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
全
国
出
口
調
査
で
は
反
対
57
％
、
賛
成
43
％
と
反
対
が
多
数

で
選
挙
の
信
任
を
得
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
確
信
を

も
っ
て
憲
法
を
守
り
活
か
す
運
動
、
消
費
税
増
税
ス
ト
ッ
プ
、
国
保

料
負
担
軽
減
を
求
め
る
運
動
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

合計 比例 選挙区

自民党 57 19 38 56 113

立憲民主党 17 8 9 15 32

公明党 14 7 7 14 28

国民民主党 6 3 3 15 21

日本維新の会 10 5 5 6 16

日本共産党 7 4 3 6 13

社民党 1 1 1 2

れいわ新選組 2 2 2

諸派・その他 1 1 1

無所属 9 9 8 17

合計 124 50 74 121 245

当選者数
非改選 新勢力

 

 

7
月
31
日
ま
で
！ 

吹
田
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
取
扱
協
力
店
の
募
集 

 

吹
田
市
で
は
9
月
28
日
か
ら
「
吹
田
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」

の
販
売
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
商
品
券
の
取
扱
協
力

店
の
登
録
が
左
記
要
領
で
行
わ
れ
ま
す 

参
加
資
格 

吹
田
市
内
に
お
い
て
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に
小
売
・

飲
食
・
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の
事
業
を
営
み
、
且
つ
店
舗
・ 

事
業
所
を

有
す
る
事
業
者
。 

募
集
期
間 

7
月
31
日
（
水
）
ま
で
に
「『
吹
田
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
』
特
定
事
業
者
登
録
申
込
書
兼 

誓
約
書
」
を
吹
田
市
都
市
魅

力
部
地
域
経
済
振
興
室
ま
で
郵
送
か
直
接
提
出
し
ま
す
。 

申
込
用
紙
は
市
役
所
地
域
経
済
振
興
室
の
窓
口
で
の
交
付
や
吹
田

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

税
務
調
査
発
生 

支
部
で
励
ま
す
会
を
開
催 

 

7
月
19
日
（
金
）
に
あ
い
川
支
部
と

山
田
支
部
の
会
員
に
税
務
調
査
が
発
生

し
ま
し
た
。 

中
央
・
あ
い
川
・
片
山
支
部
の
ブ
ロ
ッ

ク
は
23
日
（
火
）
に
本
人
を
迎
え
て
、
税

務
調
査
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
納
税
者
の

権
利
や
対
応
の
仕
方
な
ど
を
憲
法
や
国

税
通
則
法
、
税
務
運
営
方
針
を
使
っ
て
事

前
の
学
習
会
を
開
催
、
役
員
6
名
が
参
加

し
ま
し
た
。
役
員
の
中
に
は
調
査
の
経
験

者
も
お
り
、
自
分
の
言
葉
で
調
査
に
臨
む

心
構
え
な
ど
を
話
し
、
本
人
を
励
ま
し
ま

し
た
。 

 
税
務
調
査
に
は
落
ち
着
い
て
対
応
を 

こ
の
7
月
下
旬
か
ら
税
務
調
査
が
発
生
す
る
時
期
に
な
り
ま
す
。

税
務
署
か
ら
の
連
絡
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
国
税
通
則
法
で

は
事
前
通
知
が
原
則
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
来
、
法
律
で
は
税

務
署
長
等
（
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
若
し
く
は
税
務
署
長
又
は
税

関
長
）
に
よ
る
事
前
通
知
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
税
務
署

長
等
に
は
税
務
職
員
は
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
文
書
通
知
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
状
の
事
前
通
知
は
税
務
職
員
が
電

話
連
絡
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
前
通
知
の
項
目
は
11
項
目
あ
り
、

落
ち
着
い
て
必
ず
全
て
メ
モ
を
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

ま
た
事
前
通
知
に
は
例
外
規
定
も
あ
り
、
突
然
署
員
が
訪
問
し
て

く
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
で
も
急
な
調
査
に
は
応
じ
ら
れ

な
い
旨
を
伝
え
て
、
い
っ
た
ん
お
引
き
取
り
願
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

調
査
の
連
絡
や
訪
問
が
あ
っ
た
際
に
は
、
民
商
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

事
前
通
知
の
11
項
目 

① 

調
査
官
の
所
属
官
署
と
氏
名 

② 

調
査
を
受
け
る
者
の
氏
名
・名
称
と
住
所 

③ 

調
査
を
開
始
す
る
日
時 

④ 

調
査
を
行
う
場
所 

⑤ 

調
査
日
と
調
査
場
所
は
合
理
的
理
由
が
あ
れ
ば
変
更
を
協
議
す
る
と
い

う
説
明 

⑥ 

調
査
の
目
的 

⑦ 

調
査
の
対
象
と
な
る
税
目 

⑧ 

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間 

⑨ 

調
査
の
対
象
と
な
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件 

⑩ 

調
査
開
始
日
時
・調
査
開
始
場
所
の
変
更
に
関
す
る
事
項 

（③
と
④
は
納
税
者
の
都
合
で
変
更
可
能
な
こ
と
） 

⑪ 

通
知
事
項
以
外
に
非
違
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
項
は
、
改
め
て
通

知
し
な
く
て
も
質
問
検
査
で
き
る
と
い
う
説
明 

 

8
月
の
集
金
に
つ
い
て 

8
月
の
会
費
・
商
工
新
聞
代
の
集
金
は
夏
季
休
業
（
8
月
11
日

～
15
日
）
の
た
め
、
8
月
1
日
～
9
日
で
お
伺
い
し
ま
す
の
で
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 


